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町地内 通行規制(期間延長)のお知らせ 
～横断歩道橋の補修工事で車道の高さ制限を実施中～ 

 

 

 

○規制場所：一般国道９号（島根県益田市
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○規制内容：車道高さ「４．１ｍ以下」制限  

 

○規制期間    ：令和２年 ９月１４日（月）夜２１時から 

（当初）令和２年１１月１４日（土）朝６時までの終日制限 

（変更）令和２年１２月１８日（金）夜２４時までの終日制限 

 

※期間については、天候・作業状況により変更する場合があります。 
※場所の詳細図は、別紙を御確認ください。 
※工事内容により、夜間片側交互通行規制をする場合があります。 

 

 

 
道路の異状を発見したら… 道路緊急ダイヤル 緊急通報＃９９１０ 

浜田河川国道事務所 

資料提供先：益田記者クラブ 
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令和２年９月７日付けでお知らせしていました、島根県益田市
ま す だ し
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地内 鎌手
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横

断歩道橋の老朽化による補修工事について、現地の状況により通行規制の期間を下記の

とおり延期します。 

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

問い合わせ先 

国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 

副所長（道路）         平
ひら

西
にし

 邦
くに

裕
ひろ

   

【担  当】道路管理課長     山本
やまもと

 和正
かずまさ

  TEL0855-22-2480(代表) 

          益田国道維持出張所長 新枝
あたらし

 秀樹
ひ で き

 TEL0856-22-1415(代表) 

【広報担当】調査設計課長     杉原
すぎはら

 義和
よしかず

  TEL0855-22-2480(代表) 

   浜田河川国道事務所ホームページ   http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/ 

 

通行制限情報 

浜田河川国道事務所からの 

お 知 ら せ 

今回のお知らせは、令和

２年９月７日付け記者

発表から、内容を一部変

更したものです。 



＜問い合わせ先＞
国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所
〒697-0034 島根県浜田市相生町3973 ☎(0855)22-2480(代表)
最新の規制に関するＨＰ http://www.cgr.mlit.go.jp/road/

別紙

場 所：一般国道９号 島根県益田市西平原町 鎌手歩道橋下の車道
（ＪＲ山陰本線鎌手駅近く）

制限内容：車道高さ「４.1ｍ以下」制限
理 由：歩道橋の老朽化に伴う補修工事のため

鎌手小学校

旧鎌手中学校

至 松江→

出典：国土地理院「地理院図（電子国土Web）」
加工：浜田河川国道事務所

期間：令和2年 9月14日(月)夜21時から
令和2年11月14日(土)朝6時までの終日
令和2年12月18日(金)夜24時までの終日

※期間については、天候・作業状況により変更する場合があります。

島根県

鳥取県

広島県

山口県

岡山県益田市

出典：国土地理院「地理院図（電子国土Web）」
加工：浜田河川国道事務所

拡大図 詳細図
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国道９号 鎌手横断歩道橋


